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貸 借 対 照 表 

（2025年12月31日現在） 
 

 

 

（単位：千円） 

科     目 金  額 科     目 金  額 

(資 産 の 部)  (負 債 の 部)  

流  動  資  産 558,270 流  動  負  債 32,442 

現 金 及 び 預 金 549,607 リ ー ス 債 務 1,351 

未 収 入 金 5,133 未 払 金 10,008 

そ の 他 3,528 未 払 費 用 6,337 

固  定  資  産 877,264 未 払 法 人 税 等 1,168 

有 形 固 定 資 産 9,954 未 払 消 費 税 等 2,866 

工具、器具及び備品 7,391 預 り 金 4,665 

リ ー ス 資 産 2,562 賞 与 引 当 金 6,045 

無 形 固 定 資 産 2,074 固  定  負  債 1,645 

ソ フ ト ウ ェ ア 2,074   リ ー ス 債 務 1,645 

投資そ の他 の資 産 865,235 負 債 合 計 34,088 

関 係 会 社 株 式 861,515 (純 資 産 の 部)  

投 資 有 価 証 券 0 株  主  資  本 1,401,446 

繰 延 税 金 資 産 3,696 資 本 金 489,895 

そ の 他 24 資 本 剰 余 金 534,393 

  資 本 準 備 金 534,393 

  利 益 剰 余 金 377,157 

  そ の 他 利 益 剰 余 金 377,157 

  
繰 越 利 益 剰 余 金 

( う ち 当 期 純 利 益 ) 

377,157 

(148,871) 

  純 資 産 合 計 1,401,446 

資 産 合 計 1,435,534 負債・純資産合計 1,435,534 

 

(注１) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
(注２) 第13期は、決算期変更により2025年8月1日から2025年12月31日までの5か月間となってい

ます。 
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個 別 注 記 表 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１．資産の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式           移動平均法による原価法を採用しています。 

その他有価証券       移動平均法による原価法を採用しています。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(１)有形固定資産  定率法を採用しております。 

（リース資産を除く） なお、令和 6年 8月 1 日以降に取得した取得価額が 20 万円未満の資産については、3 年間で均等償却

する方法を採用しております。 

また、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

工具、器具及び備品 ･････ ４年～20 年  

(２)無形固定資産       定額法を採用しております。 

 （リース資産を除く） 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用してお    

ります。 

(３)リース資産       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

３．引当金の計上基準 

(１)賞与引当金    従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しておりま 

す。 

４．収益及び費用の計上基準  

持株会社である当社における顧客との契約による収益は、子会社からの経営指導料などの業務受託料及び関係会社

受取配当金であります。経営指導料などの業務受託料に関しては、子会社との契約に基づき受託した業務を提供する

ことが当社の履行義務であり、契約期間にわたって業務を提供することで履行義務を充足するため、期間均等額で収

益を認識しております。関係会社受取配当金については、配当金の効力発生日において収益を認識しております。 

なお、当該履行義務に対する対価は１ヶ月後には受領しており、重大な金融要素の影響はありません。 

 

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

(１) 消費税等の会計処理      消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。 

 

株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度の末日における発行済株式の総数        普通株式                   3,349,600株 

 

収益及び費用の計上基準 

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「重要な会計方針に係る事項に関する注記 ４．

収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 

 
 

  


